
（いじめの禁止）
第四条
児童等は、いじめを行ってはならない。

いじめ防止対策推進法
（平成25年法律第71号）



いじめ防止対策推進法
（平成25年法律第71号）

（保護者の責務等）
第九条 保護者は、子の教育について第一義
的責任を有するものであって、その保護する児
童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等
に対し、規範意識を養うための指導その他の必
要な指導を行うよう努めるものとする。














































































